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レンゴー株式会社ほか１名に対する審決について 

（大口需要者向け段ボールケースの製造業者による価格カルテル事件） 

令和３年２月１０日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，レンゴー株式会社ほか１名（以下「被審人ら」という。）に対

し，平成２６年１１月７日，審判手続を開始し，以後，審判官をして審判手続を行わ

せてきたところ，令和３年２月８日，被審人らに対し，独占禁止法の一部を改正する

法律（平成２５年法律第１００号）による改正前の独占禁止法（以下「独占禁止法」

という。）第６６条第２項及び第３項の規定に基づき，被審人らに対する課徴金納付

命令の一部をそれぞれ取り消し，その余の審判請求を棄却する旨の審決を行った（本

件平成２６年（判）第１３９号ないし第１４２号審決書については，当委員会ホーム

ページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照。なお，公表する審決書

においては，個人情報等に配慮し，マスキングの措置を施している。）。 

１ 被審人らの概要 

事業者名 本店所在地 

レンゴー株式会社 

法人番号1120001036880 
大阪市福島区大開四丁目１番１８６号 

株式会社トーモク 

法人番号7010001024692 
東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 

２ 被審人らの審判請求の趣旨 

(1) 被審人レンゴー株式会社（以下「被審人レンゴー」という。） 

ア 平成２６年（判）第１３９号

平成２６年（措）第１３号排除措置命令の全部の取消しを求める。

イ 平成２６年（判）第１４１号 

平成２６年（納）第２２２号課徴金納付命令の全部の取消しを求める。

(2) 被審人株式会社トーモク（以下「被審人トーモク」という。） 

ア 平成２６年（判）第１４０号

平成２６年（措）第１３号排除措置命令の全部の取消しを求める。

イ 平成２６年（判）第１４２号 

平成２６年（納）第２２３号課徴金納付命令の全部の取消しを求める。

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局官房総務課（審判・訟務係） 

電話 ０３－３５８１－５４７８（直通） 

ホームページ  https：//www.jftc.go.jp/ 
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３ 主文の内容 

(1) 平成２６年６月１９日付け課徴金納付命令（平成２６年（納）第２２２号）の

うち，被審人レンゴーに対し，１０億６７５８万円を超えて課徴金の納付を命

じた部分を取り消す。

(2) 平成２６年６月１９日付け課徴金納付命令（平成２６年（納）第２２３号）の

うち，被審人トーモクに対し，６億３６３万円を超えて課徴金の納付を命じた

部分を取り消す。 

(3) 被審人らのその余の審判請求をいずれも棄却する。 

４ 本件の経緯 

平成２６年 ６月１９日 排除措置命令及び課徴金納付命令 

８月 ８日，

８月１２日 

被審人らから排除措置命令及び課徴金納付命令

に対して審判請求 

１１月 ７日  審判手続開始 

１２月１８日 第１回審判 

  ↓※ 

令和 ２年 ２月２０日 第９回審判（審判手続終結） 

令和 ２年 ８月２４日  審決案送達 

９月 ７日  被審人らから異議の申立て及び直接陳述の申出 

     １１月２５日  直接陳述の聴取 

令和 ３年 ２月 ８日 審決 

※ 平成３０年１月１７日に，当初併合されていた平成２６年（判）第３号な

いし第１３８号レンゴー株式会社ほか３６名に対する件（東日本地区に交渉

担当部署を有する需要者向け段ボールシート又は段ボールケースの製造業者

による価格カルテル事件）と分離することが決定された。 

５ 原処分の原因となる事実 

被審人ら及び他の段ボールケース製造業者３社は（以下「本件５社」という。），

共同して，特定ユーザー向け段ボールケース(注１)の販売価格又は加工賃を引き上げ

る旨合意する（以下，この合意を「本件合意」という。）ことにより，公共の利益

に反して，特定ユーザー向け段ボールケースの販売分野における競争を実質的に制

限していた（以下「本件違反行為」という。）。 

被審人らの本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，別表２の各被審人に係る「実行期間」欄記載のとおりであり，独占禁止法第７

条の２の規定により算出された課徴金の額は，同表の各被審人に係る「課徴金額」

欄記載のとおりである。 
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（注１)別表１の「交渉窓口会社」欄記載の事業者との間で取り決められた販売価格等の取引条件

に基づき，別表１の「特定ユーザー」欄記載の事業者に販売される外装用段ボール（日本工

業規格「Ｚ １５１６：２００３」）で作った段ボールケース

６ 審決の概要 

(1) 本件の争点 

ア 本件合意の成否（争点１） 

イ 本件合意が一定の取引分野における競争を実質的に制限するものであった

か否か（争点２） 

ウ 本件排除措置命令の適法性（争点３） 

エ 本件各課徴金納付命令の適法性（争点４） 

(ｱ) 課徴金の算定期間（実行期間）（争点４(1)） 

(ｲ) 課徴金の算定対象となる商品の該当性（争点４(2)） 

(ｳ) 課徴金の算定基礎となる売上額（争点４(3)） 

(2) 争点に対する判断の概要 

ア 争点１について 

①広域ユーザー向け段ボールケースに係る取引について大半のシェアを占

めていた本件５社は，かねてから，広域ユーザー向け段ボールケースの値上げ

の実施に関する情報交換を行っていたこと，②主要な原紙メーカーによる段ボ

ール原紙の値上げの表明が出そろうと，１０月１７日５社会(注２)において，出

席各社から広域ユーザー向け段ボールケースの値上げの方針が示されるとと

もに，今後個別のユーザーごとに小部会を開催するなどして具体的な値上げ幅

等の条件について協議することなどが確認され，１０月３１日５社会(注３)にお

いて，本件５社の間で，値上げの進捗状況を管理するべき広域ユーザーについ

て認識を共通にするため，その対象となる特定ユーザー及びその交渉窓口会社

が選定されたこと，③小部会等で具体的な値上げ幅等の条件が取り決められ，

各社ともこれに従って交渉窓口会社との間で値上げ交渉を行いながら，その交

渉状況についても小部会等で情報交換を行っていたほか，５社会においても小

部会から個別のユーザーに関する値上げの進捗状況について報告がされ，本件

５社の間でこれらの対応について協議が行われており，本件５社は，こうした

値上げ活動の結果，値上げを実現したことからすれば，本件５社は１０月１７

日５社会で，広域ユーザー向け段ボールケースの値上げを行うことについて情

報交換を行い，１０月３１日５社会でその対象となる特定ユーザー及びその交

渉窓口会社を選定したことをもって，本件５社間で，相互に歩調をそろえなが

ら特定ユーザー向け段ボールケースの販売価格又は加工賃の引上げを実施す

るとの意思が形成され，その旨の意思の連絡，すなわち本件合意が成立したと

認められる。 
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（注２）平成２３年１０月１７日に開催された，本件５社の営業本部長級の者らを出席者と

する会合

（注３）平成２３年１０月３１日に開催された，本件５社の営業本部長級の者らを出席者と

する会合

イ 争点２について 

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは，当該取引に係る

市場が有する競争機能を損なうことをいい，共同して商品の販売価格を引き上

げた場合には，その当事者である事業者らがその意思で，ある程度自由に当該

商品の販売価格を左右することができる状態をもたらすことをいうものと解

する。ここで，独占禁止法第２条第６項にいう一定の取引分野は，当該共同行

為によって競争の実質的制限がもたらされる範囲をいうものであり，その成立

する範囲は，取引の対象・地域・態様等に応じて，当該共同行為が対象として

いる取引及びそれにより影響を受ける範囲を検討して決定されるものと解す

る。 

(ｱ) 一定の取引分野の範囲について 

本件合意が対象としている商品は，特定ユーザー向け段ボールケースと

なり，本件合意により影響を受ける範囲も，特定ユーザー向け段ボールケ

ースの販売及び加工に係る取引全般であるから，本件合意に係る一定の取

引分野は，特定ユーザー向け段ボールケースの取引分野である。 

(ｲ) 競争の実質的制限について 

本件合意が成立した平成２３年度において，特定ユーザー向け段ボール

ケースの総販売金額のうち，本件５社による販売金額が８割余りを占めて

いたことからすると，本件５社は，特定ユーザー向け段ボールケースの取

引分野について，その意思で，ある程度自由に販売価格又は加工賃を左右

することができる状態にあったというべきであるから，本件合意は，特定

ユーザー向け段ボールケースの販売価格又は加工賃について，競争を実質

的に制限するものであったと認められる。 

ウ 争点３について 

(ｱ) 独占禁止法第７条第２項にいう「特に必要があると認めるとき」とは，排

除措置を命じた時点では既に違反行為はなくなっているが，当該違反行為

が繰り返されるおそれがある場合や，当該違反行為の結果が残存しており

競争秩序の回復が不十分である場合などをいうものと解する。 

(ｲ) 本件違反行為は，その経過や態様に照らすと，本件５社のかねてからの

協調関係の下で，組織的に行われたものであることは明らかである。また，

本件５社が本件違反行為を取りやめたのは，公正取引委員会による立入検

査が行われたことを契機とするものと認められるのであり，被審人らの自
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発的な意思に基づくものとはみられない。 

(ｳ) 以上からすれば，本件違反行為が終了してから本件排除措置命令がなさ

れるまで２年余り経過していることを踏まえても，被審人らを含む本件５

社が，再び同様の違反行為を繰り返すおそれは否定できず，また，本件合意

が消滅したことをもって，特定ユーザー向け段ボールケースの取引分野に

おける競争秩序の回復が十分であるということもできない。 

     本件排除措置命令の内容についても，公正取引委員会が命じた各措置は，

いずれも本件違反行為が排除されたことを確保するのに必要な事項である

と認められ，被審人トーモクが主張するような関連事件との比較から不均

衡なものということもできない。 

(ｴ) したがって，本件排除措置命令は，公正取引委員会がこれを命じたこと

につき「特に必要があると認めるとき」に該当し，その内容も相当なもので

あって，適法なものと認められる。 

エ 争点４について 

(ｱ) 課徴金の算定期間（実行期間）（争点４(1)） 

課徴金の計算における実行期間の始期については違反行為者が合意の対

象となる需要者に対して値上げ予定日を定めて値上げの申入れを行い，そ

の日からの値上げへ向けて交渉が行われた場合には，当該予定日以降の取

引には，当該合意の拘束力が及んでいると解され，現実にその日に値上げ

が実現したか否かに関わらず，その日において当該行為の実行としての事

業活動が行われたものと認められる。 

被審人らは，一部の特定ユーザーに対して，それぞれ文書により，被審人

レンゴーについては平成２３年１１月１日を値上げ予定日と定めて，被審

人トーモクについては同年１２月１日を値上げ予定日と定めてそれぞれ段

ボールケースの値上げの申入れを行ったものであり，これらの値上げへ向

けて交渉が行われたと認められるから，上記の値上げ予定日が，実行期間

の始期と認めるのが相当である。 

他方，本件５社は，平成２４年６月５日に立入検査を受けて以降本件違

反行為を行っていないが，それまでの間は本件違反行為を継続していたも

のと認められるから，同日をもって当該行為の実行としての事業活動はな

くなったものと認められる。 

したがって，独占禁止法第７条の２第１項所定の実行期間は，被審人レ

ンゴーについては平成２３年１１月１日から平成２４年６月４日までとな

り，被審人トーモクについては，平成２３年１２月１日から平成２４年６

月４日までとなる。 

(ｲ) 課徴金の算定対象となる商品の該当性（争点４(2)） 

ａ 当該商品の意義 
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独占禁止法第７条の２第１項にいう「当該商品」とは，違反行為である

相互拘束の対象である商品，すなわち，違反行為の対象商品の範ちゅうに

属し，違反行為である相互拘束を受けたものをいうと解すべきであるが，

課徴金制度の趣旨及び課徴金の算定方法に照らせば，違反行為の対象商品

の範ちゅうに属する商品については，一定の商品につき，違反行為を行っ

た事業者が，明示的又は黙示的に当該行為の対象から除外するなど当該商

品が違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情

がない限り，違反行為による拘束が及んでいるものとして，課徴金の算定

の対象となる当該商品に含まれ，違反行為者が実行期間中に違反行為の対

象商品の範ちゅうに属する商品を引き渡して得た対価の額が，課徴金の計

算の基礎となる売上額となると解する。 

ｂ 本件違反行為の対象商品 

本件違反行為の対象となる商品は，特定ユーザー向け段ボールケースで

あるから，前記の特段の事情が認められない限り，本件違反行為による拘

束が及んでいるものとして，課徴金の算定対象となる商品に該当すること

になる。 

  かかる対象商品の該当性に関する被審人らの主張については，いずれも

採用できない。 

(ｳ) 課徴金の算定基礎となる売上額（争点４(3)） 

独占禁止法施行令第５条第１項第３号により割戻金が控除されるのは，

割戻金が対価そのものの修正又はこれに準ずるものであるためであるとこ

ろ，同号が割戻金を支払うべき旨が書面によって明らかな契約があった場

合でなければならないと規定するのは，事後的に支払側の裁量によって支

払われるなどしたものは対価の修正と認めるべきではなく，割戻金を支払

うべきことがあらかじめ書面により客観的に明らかにされているものに限

定する趣旨であると解される。 

かかる趣旨からすれば，同号所定の「割戻金の支払を行うべき旨が書面

によって明らかな契約」があった場合とは，割戻しの対象となる商品又は

役務の引渡し前に，割戻金を支払うべきことが書面で明らかにされている

場合に限られるのであり，事後に書面で定めた割戻金はこれに該当しない

というべきである。 

他方で，同号の上記趣旨からすれば，割戻しの対象期間の途中で割戻契

約に係る書面が作成された場合であっても，作成日以後の取引との関係で

は同号所定の「書面によって明らかな契約」があったというべきである。 

以上によれば，被審人レンゴーについては，３５６７万４０７０円を，被

審人トーモクについては，４８１万２０８５円を独占禁止法施行令第５条

第１項第３号に基づき売上額から控除するべきである。 
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別表１

番号
特定ユーザー 交渉窓口会社

事業者名 本店の所在地 事業者名 本店の所在地

１ アサヒビール株式会社 東京都墨田区 アサヒビール株式会社 東京都墨田区

２ アサヒ飲料株式会社 東京都墨田区 アサヒ飲料株式会社 東京都墨田区

３ サントリー酒類株式会社 東京都港区

サントリービジネスエキ

スパート株式会社
東京都港区

４
サントリー食品インター

ナショナル株式会社
東京都港区

５
サントリーフラワーズ株

式会社
東京都港区

６
サントリーウエルネス株

式会社
東京都港区

７
サントリーワインインター

ナショナル株式会社
東京都港区

８ 高梨乳業株式会社 横浜市

９ 麒麟麦酒株式会社 東京都中央区

キリングループオフィス

株式会社（注２）
東京都中央区１０

キリンビバレッジ株式会

社
東京都千代田区

１１ メルシャン株式会社 東京都中央区

１２ サッポロビール株式会社 東京都渋谷区 サッポロビール株式会社 東京都渋谷区

１３
株式会社ポッカコーポレ

ーション（注３）
名古屋市

株式会社ポッカコーポレ

ーション
名古屋市

１４
サッポロ飲料株式会社

（注３）
東京都渋谷区 サッポロ飲料株式会社 東京都渋谷区

１５
コカ･コーラビジネスサ

ービス株式会社

東京都港区

コカ･コーラビジネスサ

ービス株式会社
東京都港区
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番号
特定ユーザー 交渉窓口会社

事業者名 本店の所在地 事業者名 本店の所在地

１６ 株式会社ロッテ 東京都新宿区 株式会社ロッテ 東京都新宿区

１７ 株式会社明治 東京都江東区 株式会社明治 東京都江東区

１８ 味の素株式会社 東京都中央区 味の素株式会社 東京都中央区

１９ 株式会社伊藤園 東京都渋谷区 株式会社伊藤園 東京都渋谷区

２０ 花王株式会社 東京都中央区 花王株式会社 東京都中央区

２１ 森永乳業株式会社 東京都港区 森永乳業株式会社 東京都港区

２２
株式会社Ｊ－オイルミル

ズ
東京都中央区

株式会社Ｊ－オイルミル

ズ
東京都中央区

２３ 東洋水産株式会社 東京都港区 東洋水産株式会社 東京都港区

２４ ライオン株式会社 東京都墨田区

ライオン株式会社 東京都墨田区２５
ライオンケミカル株式会

社
東京都墨田区

２６
ライオンパッケージング

株式会社
千葉県市原市

２７ 日本たばこ産業株式会社 東京都港区

ジェイティ飲料株式会社 東京都品川区

日本たばこ産業株式会社 東京都港区

２８ 株式会社ヤクルト本社 東京都港区 株式会社ヤクルト本社 東京都港区

２９ 東邦商事株式会社 大阪市 東邦商事株式会社 大阪市

３０ 株式会社不二家 東京都文京区 株式会社不二家 東京都文京区



９

番号
特定ユーザー 交渉窓口会社

事業者名 本店の所在地 事業者名 本店の所在地

３１ サンヨー食品株式会社 東京都港区 サンヨー食品株式会社 東京都港区

３２
株式会社マルハニチロ食

品（注４）
東京都江東区

株式会社マルハニチロ食

品
東京都江東区

３３
旭化成ケミカルズ株式会

社
東京都千代田区

旭化成ケミカルズ株式会

社
東京都千代田区

３４ 旭化成パックス株式会社 東京都千代田区

３５ 森永製菓株式会社 東京都港区

森永製菓株式会社 東京都港区

３６ 森永甲府フーズ株式会社 甲府市

３７
森永エンゼルデザート株

式会社
神奈川県大和市

３８ 森永デザート株式会社 佐賀県鳥栖市

３９ 高崎森永株式会社 群馬県高崎市

４０ ダノンジャパン株式会社 東京都目黒区 ダノンジャパン株式会社 東京都目黒区

４１
キッコーマン食品株式会

社
千葉県野田市

キッコーマンビジネスサ

ービス株式会社
千葉県野田市

４２ 平成食品工業株式会社 千葉県野田市

４３
流山キッコーマン株式会

社
千葉県流山市

４４ 江戸川食品株式会社 千葉県野田市

４５ ヒゲタ醤油株式会社 東京都中央区

４６ 宝 油株式会社 東京都中央区



１０

番号
特定ユーザー 交渉窓口会社

事業者名 本店の所在地 事業者名 本店の所在地

４７
キッコーマンソイフーズ

株式会社
東京都中央区

４８ 日本デルモンテ株式会社 群馬県沼田市

４９
北海道キッコーマン株式

会社
北海道千歳市

５０ 日清製粉株式会社 東京都千代田区 日清製粉株式会社 東京都千代田区

５１ 日清フーズ株式会社 東京都千代田区 日清フーズ株式会社 東京都千代田区

５２ 理研ビタミン株式会社 東京都千代田区

理研ビタミン株式会社 東京都千代田区

５３ 理研食品株式会社 東京都千代田区

５４ 伊藤ハム株式会社 神戸市

伊藤ハム株式会社 神戸市５５
伊藤ハムデイリー株式会

社
宮城県栗原市

５６
伊藤ハムウエスト株式会

社

佐賀県三養基郡

基山町

５７
日清オイリオグループ株

式会社
東京都中央区

日清オイリオグループ株

式会社
東京都中央区

５８ 昭和産業株式会社 東京都千代田区 昭和産業株式会社 東京都千代田区

５９
ヤマザキ・ナビスコ株式

会社
東京都新宿区

ヤマザキ・ナビスコ株式

会社
東京都新宿区

６０
ユニリーバ・ジャパン株

式会社
東京都目黒区

ユニリーバ・ジャパン・

サービス株式会社
東京都目黒区

６１ 東洋ビューティ株式会社 大阪市

６２ テーブルマーク株式会社 東京都中央区 テーブルマーク株式会社 東京都中央区



１１

番号
特定ユーザー 交渉窓口会社

事業者名 本店の所在地 事業者名 本店の所在地

６３ 株式会社クレスコ 東京都北区 株式会社クレスコ 東京都北区

６４ 雪印メグミルク株式会社 札幌市

雪印メグミルク株式会社 札幌市６５
ビーンスターク・スノー

株式会社
札幌市

６６ 甲南油脂株式会社 神戸市

６７ シマダヤ株式会社 東京都渋谷区 シマダヤ株式会社 東京都渋谷区

（注１）平成２３年１０月３１日時点の「事業者名」及び「本店の所在

地」を記載している。

（注２）平成２５年１月に，キリン株式会社に商号変更。

（注３）平成２５年１月に，ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会

社に吸収合併。

（注４）平成２６年４月に，マルハニチロ株式会社に吸収合併。



１２

別表２ 

被審人 
課徴金納付命令 

実行期間 課徴金額 

被審人レンゴー 平成２３年１１月１日～平成２４年６月４日 １０憶７０４４万円

被審人トーモク 平成２３年１２月１日～平成２４年６月４日 ６億４０１万円


